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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本照明工業会（JLMA）及び

一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があ

り，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格に従うことは，次の者の有する特許権等の使用に該当するおそれがあるので，留意する。 

 

 パナソニック株式会社（以下，略号 P）大阪府門真市大字門真 1048 

 東芝ライテック株式会社（以下，略号 T）神奈川県横須賀市船越町 1 丁目 201 番 1 

 三菱電機株式会社（以下，略号 M）東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 東京ビル 

 三菱電機照明株式会社（以下，略号 MS）神奈川県鎌倉市大船二丁目 14 番 40 号 

 

－ 非常用照明システム 特許 4529362：P 

－ 誘導灯自動点検装置およびシステム 特許 4140412：P 

－ 照明装置および照明システム 特許 4627980：P 

－ 照明装置および照明システム 特許 4487548：P 

－ 非常用照明装置 特許 4315064：P 

－ 非常用照明装置 特許 4720513：P 

－ 非常用照明装置 特許 4609327：P 

－ 照明装置および照明システム 特許 4208021：P 

－ 非常用照明システム 特許 4341692：P 

－ 非常用照明システム 特許 4525702：P 

－ 誘導灯自動点検システム 特許 4337909：P 

－ 誘導灯自動点検システム 特許 4337910：P 

－ 防災用照明灯及び防災用照明システム 特許 4284456：T 

－ 誘導灯装置 特許 4441862：T 

－ 照明装置 特許 4569240：T 

－ バッテリ内蔵照明装置 特許 4591496：T 

－ 防災用照明装置点検システム 特許 4617789：T 

－ 自動点検機能付防災用照明器具および防災用照明器具制御システム 特許 4640634：T 

－ 誘導灯装置 特許 4683257：T 

－ 照明器具及び照明システム 特許 4798352：T 

－ 非常用照明装置 特許 4893909：T 

－ 防災用照明灯 特許 4957973：T 

－ 非常用照明器具および防災用照明器具自動点検システム 特許 5124088：T 

－ 非常用照明装置 特許 4013166：M，MS 

－ 非常用照明装置 特許 4013167：M，MS 
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上記の，特許権等の権利者は，非差別的かつ合理的な条件でいかなる者に対しても当該特許権等の実施

の許諾等をする意思のあることを表明している。ただし，この規格に関連する他の特許権等の権利者に対

しては，同様の条件でその実施が許諾されることを条件としている。 

この規格に従うことが，必ずしも，特許権の無償公開を意味するものではないことに注意する必要があ

る。 

この規格の一部が，上記に示す以外の特許権等に抵触する可能性がある。経済産業大臣及び日本工業標

準調査会は，このような特許権等に関わる確認について，責任はもたない。 

なお，ここで“特許権等”とは，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権をいう。 

 

JIS C 8147 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS C 8147-1 第 1 部：通則及び安全性要求事項 

JIS C 8147-2-1 第 2-1 部：始動装置の個別要求事項（グロースタータを除く） 

JIS C 8147-2-2 第 2-2 部：直流又は交流電源用低電圧電球用電子トランスの個別要求事項 

JIS C 8147-2-3 第 2-3 部：交流及び直流電源用蛍光灯電子安定器の個別要求事項 

JIS C 8147-2-7 第 2-7 部：非常時照明用制御装置の個別要求事項 

JIS C 8147-2-8 第 2-8 部：蛍光灯安定器の個別要求事項 

JIS C 8147-2-9 第 2-9 部：放電灯安定器個別要求事項（蛍光灯安定器を除く） 

JIS C 8147-2-10 第 2-10 部：管形冷陰極放電ランプ（ネオン管）の高周波動作用電子インバータ及び

変換器の個別要求事項 

JIS C 8147-2-11 第 2-11 部：照明器具用のその他の電子回路の個別要求事項 

JIS C 8147-2-12 第 2-12 部：直流又は交流電源用放電灯電子安定器の個別要求事項（蛍光灯電子安定

器を除く） 

JIS C 8147-2-13 第 2-13 部：直流又は交流電源用 LED モジュール用制御装置の個別要求事項 
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ランプ制御装置－第 2-7 部： 

非常時照明用制御装置の個別要求事項 

Lamp controlgear-Part 2-7: Particular requirements for battery supplied 

electronic controlgear for emergency lighting 

 
序文 

この規格は，2011 年に第 3.0 版として発行された IEC 61347-2-7 を基とし，技術的内容を変更して作成

した日本工業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて，附属書 JC に示す。また，附属書 JA 及び附属書 JB は，対応国際規格

にはない事項である。 

 

1 適用範囲 

この規格は，蓄電池を電源とする非常時照明用制御装置の安全要求事項について規定する。 

この規格は，JIS C 8105-2-22 に規定する電池内蔵形非常時用照明器具の電子ランプ制御装置及びコント

ロールユニットの特定要求事項を含む。 

なお，非常時用照明器具は，特に指定がない限り，非常用照明器具（以下，非常灯という。）及び誘導灯

を含む。 

この規格は，蛍光ランプ用コントロールユニットへの適用を意図しているが，その他の光源，例えば，

白熱灯，高圧放電ランプ及び LED にも適用できる。 

この規格は，コントロールユニットの非常点灯モード時の動作に適用する。常用点灯及び非常点灯動作

兼用のコントロールユニットの常用点灯動作については，JIS C 8147-2 規格群による。 

なお，交流及び／又は直流電源による非常時用照明動作も意図している電源別置形システムに接続する

交流，交流及び／又は直流，又は直流電源用蛍光灯電子安定器の補足安全要求事項は，附属書 JA に規定

する。また，主電源で動作する蛍光灯電子安定器と非常時に蓄電池で動作するコントロールユニットとの

両立性は，附属書 L に記載する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

IEC 61347-2-7:2011，Lamp controlgear－Part 2-7: Particular requirements for battery supplied 

electronic controlgear for emergency lighting (self-contained)（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”

ことを示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの


